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令和５年度 長崎県介護に関する入門的研修 募集要項

【目 的】

  これまで介護との関わりがなかった方など、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身

につけるとともに、介護の業務に携わる上で知っておくべき基本的な技術を学びます。

【実施主体】

長崎県

【実施機関】

株式会社ニチイ学館 長崎支店

【対 象 者】

介護に興味・関心があり、勉強してみたいと思われている方

※介護の仕事を目指している方・介護職への就労を検討している方に特にお勧めします。

※「家族の介護に活かしたい方」「定年により退職を予定している方」、「子育てが一段落した

方」、「学生」、など、その他幅広く募集します。

【定 員】  300名

   （A：一般の方・求職者向け講座）

① 長崎会場(10月開催分)、佐世保会場(10月開催分)、県央会場 各40名

② 長崎会場(1月開催分)、佐世保会場(12月開催分) 各25名

③ 西海会場、平戸会場、南島原会場 各20名

④ 五島会場、上五島会場、壱岐会場、対馬会場 各15名

⑤ 佐世保(宇久島)会場 10名

   

【受 講 料】 無料（交通費・宿泊費等については受講者の負担）

【申 込 先】  〒850-0841 長崎県長崎市銅座町４－１ りそな長崎ビル 3F

株式会社ニチイ学館 長崎支店 ヘルスケア課（担当：徳永・浦川・小島）

TEL：095-827-3705 / FAX：095-825-5537
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【申込方法】 ①②のどちらでも可能です。

① チラシの裏面の申込用紙を、(株)ニチイ学館長崎支店へ郵送かファックスする。

② チラシのQRコードより、以下のフォームにて申込む。

（https://forms.office.com/r/ABh8WNjAsA ）

※チラシはホームページに掲載しております。

【修了証書】

  この要項による研修の全カリキュラム（基礎講座のみ、又は基礎＋入門講座）を修了された

方に限り、長崎県知事名の修了証書を交付します。（※発行までの期間は研修修了後、２ヶ月程

度）

※ 遅刻・早退があった場合は修了証書交付の対象とはなりませんので予めご了承ください。

【研修内容】

   カリキュラムは３日間、全２１時間。３時間の「基礎講座」と１８時間の「入門講座」を実施

します。

※ ３時間の「基礎講座」のみの受講可能。昨年、基礎講座のみ受講して修了証書交付を受けた

方は入門講座のみ受講できます。

全てのカリキュラムを修了すると、介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修課程の一

部が免除になる場合があります。
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【日程と内容】

  

※３日目の「基本的な介護の方法」では介護技術の実習がありますので、かかとの低い靴・ ズボ

ンなど動きやすい服でお越しください。

回数 スケジュール 研修時間 科目名 内容

９：００～

９：１５

９：１５～９：３０ オリエンテーション 受講上の留意点などの説明

９：３０～ 介護に関する
○介護に関する相談先（地域包括支援センター、居宅介護支援事業

所、市区町村の窓口）

１２：３０ 基礎知識
○介護保険制度の概要（サービスの種類、利用の際の手続き、利用

者負担など）

○介護休業制度の概要（介護休業や介護休暇などの内容や利用の手

続きなど）

○安全・安楽な身体の動かし方（ボディメカニクスや福祉用具の活

用など）

○介護予防の考え方や自らの介護予防に生かせる知識・取組

１３：３０～
○認知症の中核症状BPSD(周辺症状）など、認知症による生活上の

障害『心理・行動の特徴

１７：３０ ○認知症ケアの基礎的な技術に係る知識

○認知症の人及びその家族に対する支援や関わり方

○認知症の原因疾患、症状、障害、認知症の進行による変化、検査

や治療等に係る知識

９：００～ 基本的な介護 ○介護職の役割や介護の専門性

１２：００ の方法 ○県の魅力伝道師等による講話

(昼休憩60分)

１３：００～１７：００

１７：００～ 介護分野への 〇福祉人材センターの説明や求職登録の方法の説明、

１７：３０ 参入の支援 〇介護助手体験の紹介、職業訓練の紹介

９：００～ 基本的な介護 ○生活支援技術の基本・実技

１２：００ の方法 （移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、

(昼休憩60分） 口腔清潔、家事援助等に係る介護や支援の基本的な方法、実技）

１３：００～
○障がい特性（身体、知的、精神、発達、難病等）に応じた生活上

の障がいや心理・行動の特徴

１７：００ ○障がい児者及びその家族に対する支援や関わり方支援の基本

家族への支援障がいの理解・障がいの受容支援、介護負担の軽減

○障がいの概念や障がい福祉の理念（ノーマライゼーションやＩＣ

Ｆの考え方）

介護における
○介護の現場における典型的な事故や感染など、リスクに対する予

防や安全対策、起こってしまった場合の対応等に係る知識

安全確保
○介護職自身の健康管理、腰痛予防、手洗い・うがい、感染症対策

等に係る知識

３
日
目

3時間

2時間 障害の理解

2時間

4時間 認知症の理解

２
日
目

7時間

○老化の理解（老化に伴うこころとからだの変化の理解））

0.5時間

１
日
目

基
礎
講
座

受付

1.5時間

1.5時間 介護の基本

入
門
講
座
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【会場別の日程】

① 一般の方・求職者向け開催分
【エリア】 会場 講座 開催日 申込

締切

【長崎】

県立総合体育館

大研修室

（長崎市油木町７-１）

基礎講座 １０月 １５日（日） １０/６

(金)基礎講座

+

入門講座

１０月 １５日（日）

１０月 ２１日（土）

１０月 ２２日（日）

【長崎】

県立総合体育館

大研修室

（長崎市油木町７-１）

基礎講座 １月 １３日（土） １/５

(金)基礎講座

+

入門講座

１月 １３日（土）

１月 １４日（日）

１月 ２１日（日）

【西海】

西彼保健福祉ｾﾝﾀｰ遊湯館

研修室

（西海市 西彼町鳥加郷２２１８）

基礎講座 １０月 ２８日（土） １０/２０

(金)基礎講座

+

入門講座

１０月 ２８日（土）

１０月 ２９日（日）

１１月  ４日（土）

【佐世保】

佐世保市労働福祉ｾﾝﾀｰ

中会議室１、中会議室ⅡA

（佐世保市稲荷町２－２８）

基礎講座 １０月 ２９日（日） １０/２０

(金)基礎講座

+

入門講座

１０月 ２９日（日）

１１月  ４日（土）

１１月   ５日（日）

【佐世保】

佐世保市労働福祉ｾﾝﾀｰ

中会議室ⅡA

（佐世保市稲荷町２－２８）

基礎講座 １２月 ２日（土） １１/２４

(金)基礎講座

+

入門講座

１２月 ２日（土）

１２月 ３日（日）

１２月 ９日（土）

【平戸】

平戸市未来創造館

ホール

(平戸市岩の上町１４５８番地２)

基礎講座 １０月   ８日（日） ９/２９

(金)基礎講座

+

入門講座

１０月   ８日（日）

１０月９日（月･祝）

１０月 １５日（日）

【諫早】

諫早市社会福祉協議会

中会議室

（諫早市新道町９４８番地）

基礎講座 １１月 １８日（土） １１/１０

(金)基礎講座

+

入門講座

１１月 １８日（土）

１１月 １９日（日）

１１月 ２６日（日）

【南島原】

ありえコレジヨホール

視聴覚室

（南島原市有家町山川１３１－１）

基礎講座 １１月   ５日（日） １０/２７

(金)基礎講座

+

入門講座

１１月   ５日（日）

１１月 １１日（土）

１１月 １２日（日）
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【五島】

福江文化会館

会議室

（五島市池田町１番２号）

基礎講座 １月 ６日（土） １２/２５

(月)基礎講座

+

入門講座

１月 ６日（土）

１月 ７日（日）

１月 ８日（月･祝）

【上五島】

石油備蓄記念会館

大会議室

（南松浦郡新上五島町青方郷１５４

９-６）

基礎講座 １２月 ２３日（土） １２/１５

(金)基礎講座

+

入門講座

１２月 ２３日（土）

１２月 ２４日（日）

１２月 ２５日（月）

【壱岐】

壱岐の島ホール

（壱岐文化ホール）１０２会議室

（壱岐市郷ノ浦町本村触４４５）

基礎講座 １２月 １６日（土） １２/８

(金)基礎講座

+

入門講座

１２月 １６日（土）

１２月 １７日（日）

１２月 １８日（月）

【対馬】

対馬市交流ｾﾝﾀｰ

第５会議室

（対馬市厳原町今屋敷６６１－３）

基礎講座 １２月   ９日（土） １２/１

(金)基礎講座

+

入門講座

１２月 ９日（土）

１２月 １０日（日）

１２月 １１日（月）

【佐世保（宇久島）】

宇久地区コミュニティｾﾝﾀｰ

研修室

（佐世保市宇久町平２６９１）

基礎講座 １２月 ２日（土） １１/２４

(金)基礎講座

+

入門講座

１２月 ２日（土）

１２月 ３日（日）

１２月 ４日（月）

【そ の 他】

・ やむを得ず、欠席・遅刻・早退等は事前に実施機関までお知らせください。なお、遅刻・欠席・

早退があった場合は修了証書交付の対象とはなりません。

・ 感染症の感染拡大や自然災害等により、研修の開催が困難であると判断した場合は、急遽開催

日程を変更する場合があります。

・ 申し込みをされた参加者の個人情報につきましては、参加者名簿の作成等、研修に関する目的

のために使用し、他の目的では使用しません。

・ 全ての会場、自家用車での来場も可能です。


